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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 オ ー デ ィ オ 信 号 処 理 回 路 （ １ ４ ） 、 オ ー デ ィ オ 信 号 か ら 可 聴 音 を 生 成 す る ス ピ ー カ （ １
８ ） 、 お よ び 制 御 回 路 （ １ ６ ） を 有 す る 音 響 再 生 装 置 （ １ ０ ） と 、
　 前 記 音 響 再 生 装 置 を デ ジ タ ル 符 号 化 フ ァ イ ル と 接 続 す る イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ ニ ッ ト （
５ ４ ） で あ っ て 、 前 記 制 御 回 路 （ １ ６ ） お よ び 前 記 オ ー デ ィ オ 信 号 処 理 回 路 （ １ ４ ） に 接
続 さ れ る イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） と 、
　 前 記 デ ジ タ ル 符 号 化 フ ァ イ ル の 再 生 を 制 御 す る 遠 隔 制 御 選 択 器 （ １ ７ ） で あ っ て 、 前 記
音 響 再 生 装 置 の 動 作 を 制 御 す る 第 １ 制 御 信 号 、 お よ び 前 記 音 響 再 生 装 置 （ １ ０ ） を 介 す る
再 生 の た め 前 記 デ ジ タ ル 符 号 化 フ ァ イ ル の 選 択 を 制 御 す る 第 ２ 制 御 信 号 を 生 成 す る こ と が
可 能 な 遠 隔 制 御 選 択 器 （ １ ７ ） と 、
を 備 え た オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 さ ら に 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ
ニ ッ ト （ ５ ４ ） に 接 続 さ れ 、 前 記 デ ジ タ ル 符 号 化 フ ァ イ ル を 記 憶 す る コ ン ピ ュ ー タ （ ２ ０
） を 備 え る 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 第 ２ 制 御 信 号 は 、 前 記
イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） へ の 次 の フ ァ イ ル を 再 生 さ せ る 指 令 を 含 む 、 オ ー デ
ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 音 響 再 生 装 置 （
１ ０ ） と 一 体 化 さ れ た 無 線 チ ュ ー ナ （ １ ２ ） を 含 む 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 請 求 項 ３ に 従 属 す る と き 、 前 記 遠 隔



制 御 選 択 器 （ １ ７ ） は 前 記 無 線 チ ュ ー ナ （ １ ２ ） を 同 調 さ せ る チ ュ ー ニ ン グ ・ ボ タ ン （ １
２ ８ ） を 含 み 、 前 記 指 令 は 該 チ ュ ー ニ ン グ ・ ボ タ ン を 押 す こ と に よ り 入 力 さ れ る 、 オ ー デ
ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 第 １ 制 御 信 号 は
ボ リ ュ ー ム 制 御 信 号 を 含 む 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ２ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー
ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） は 前 記 音 響 再 生 装 置 （ １ ０ ） を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ （ ２ ０ ） と 物 理 的
に 接 続 す る 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ２ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー
ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） は 前 記 音 響 再 生 装 置 （ １ ０ ） を 前 記 デ ジ タ ル 符 号 化 フ ァ イ ル と 電 気
的 に 接 続 す る 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 音 響 再 生 装 置 （
１ ０ ） は 、 さ ら に ハ ウ ジ ン グ 備 え 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） は 前 記 ハ ウ
ジ ン グ と 物 理 的 に 一 体 化 さ れ る 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー
ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） は 前 記 音 響 再 生 装 置 （ １ ０ ） に ケ ー ブ ル を 介 し て 物 理 的 に 接 続 さ れ
る 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ２ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の オ ー デ ィ オ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 コ ン ピ ュ ー タ
は 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス ・ ユ ニ ッ ト （ ５ ４ ） と 取 り 外 し 可 能 状 態 で 接 続 さ れ る 、 オ ー デ ィ
オ ・ シ ス テ ム 。
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